
広島県情報公開・個人情報保護審査会答申（諮問 (情)第554号） 

 

第１ 審査会の結論 

広島県知事（以下「実施機関」という。）が本件異議申立ての対象となった

行政文書について不存在であることを理由に不開示とした決定は、妥当であ

る。 

 

第２ 異議申立てに至る経過 

１ 開示の請求 

異議申立人は、平成22年５月10日付けで、広島県情報公開条例（平成13年

広島県条例第５号。以下「条例」という。）第６条の規定により、広島県知事

（以下「実施機関」という。）に対し、次のとおり行政文書の開示の請求（以

下「本件請求」という。）をした。 

○ 開示の請求をした行政文書の件名又は内容 

広島県庁の外来者駐車場に自動車を駐車させる場合、警備員から手渡さ

れ記載を指示される「駐車整理票」には、①利用者名（様式変更前は「運

転者氏名」）、②連絡先の電話番号（様式変更前は「勤務先」の記載項目も

ありました。）、③用件先、④自動車登録番号、⑤入庁時刻及び⑥退庁予定

時刻の記載欄があります。 

当該「駐車整理票」の記載項目のうち「利用者名」（様式変更前は「運転

者氏名」）は、広島県庁への用務（駐車目的）とは無関係であるにもかかわ

らず、庁舎管理者の庁舎管理権に基づく合理性を持った指示（利用者への

義務付け）であり、従わなければならない義務を課すもの（強制）である

と広島県が明言し、かつ、一方では、外来者駐車場を目的外利用している

事実を隠匿しようと画策していることから、平成21年12月１日から平成22

年５月31日までの期間に作成され、又は取得した（取得する）「駐車整理票」

及び「駐車場管理日誌」のすべてを開示請求（以下「本件請求１」という。）

の対象とします。 

おって、平成21年12月14日付け総総第55号の決定期間延長通知書には、

その延長の理由として、「開示請求に係る行政文書が多量であるため」と記
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載していることから、当該行政文書が多量と判断した詳細が分かる文書を

併せて開示するよう請求（以下「本件請求２」という。）します。 

さらに、平成21年12月14日付け総総第55号の決定期間延長通知書を受け

ての処分には、平成21年12月8日から平成22年1月31日までの期間に作成さ

れ、又は取得した（取得する）「駐車整理票」及び「駐車場管理日誌」が処

分（通知書）の対象となっていないことから、当該処分（当該通知の対象

としないこと）が適正であると明記されている文書についても開示請求

（以下「本件請求３」という。）の対象とします。 

 

２ 本件請求に対する決定 

実施機関は、本件請求１については、条例第10条第２号に該当する情報が

記載されていることを理由として、平成22年２月４日付けで部分開示決定を

行った。本件請求２及び本件請求３については、本件対象文書を作成又は取

得していないとして、行政文書不存在決定（以下「本件処分」という。）を行

い、平成22年５月26日付けで異議申立人に通知した。 

 

３ 異議申立て 

異議申立人は、平成22年７月４日付けで、本件処分を不服として、行政不

服審査法（昭和37年法律第160号。平成26年法律第68号による全部改正前のも

の）第６条の規定により、実施機関に対し異議申立てを行った。 

 

第３ 異議申立人の主張要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

本件処分を取り消し、本件請求２及び本件請求３についての文書の開示を

求める。 

 

２ 異議申立ての理由 

異議申立人が、異議申立書で主張している異議申立ての理由は、おおむね

次のとおりである。 

○ 本件処分は、開示請求の対象とした①平成 21 年 12 月 14 日付け総総第
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55 号の決定期間延長通知書に記載されている「開示請求に係る行政文書が

多量であるため」という延長理由の詳細が確認できる文書、並びに②平成

21 年 12 月 14 日付け総総第 55 号の決定期間延長通知書を受けての処分に

おいては、平成 21 年 12 月 8 日から平成 22 年１月 31 日までの期間に作成

され、又は取得した（取得する）「駐車整理票」及び「駐車場管理日誌」が

処分（通知書）の対象となっていないことから、当該処分（当該通知の対

象としないこと）が適正であると明記されている文書のいずれをも不当に

不開示（不存在）としたものであります。 

○ このことから、当然に作成されている開示請求の対象とした文書を隠匿

することなく、適正に開示するよう要求します。 

  

第４ 実施機関の説明要旨 

実施機関が、理由説明書で説明する本件処分を行った理由は、おおむね次

のとおりである。 

１ 平成21年12月14日付け総総第55号の決定期間延長通知（以下、「本件延長決 

定」とする。）に係る行政文書開示請求（以下「本件関係請求」という。）は、

平成21年12月６日付けで、「平成21年12月１日から平成22年１月31日までの

期間に作成され、又は取得した（取得する）「駐車整理票」及び「駐車場管理

日誌」の開示を求めるものであり、本件関係請求に対し、県は、平成22年２

月４日付け総総第62号により、平成21年12月１日から同年12月７日までの期

間に取得した駐車場等管理日誌及び平成21年12月７日に取得した駐車整理

票の部分開示決定を行った。 

２ 本件請求２に関して、本件関係請求に対しては、対象文書が数百枚に渡り、

その文量が多量であることは、明白な事実として、開示決定を行う担当部署

としての共通認識であった。 

３ 本件延長決定における記述は、当該事実を指摘したに過ぎず、このような

明らかな事実について、そのように判断した理由を文書として作成する必要

はないため、特別に対象文書が多量であると判断した理由を整理した文書等

は作成していない。 

４ 本件請求３に関して、行政文書開示請求の根拠となる条例によると、条例
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の対象となる行政文書とは、実施機関の職員（中略）が職務上作成し、又は

取得した文書、（中略）であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるもの

として、当該実施機関が保有しているものである。 

５ また、開示請求の対象となる行政文書は、開示請求があった時点で、行政

文書として保有しているものである。 

６ 当該開示請求は、平成21年12月６日付けで請求され、平成21年12月７日付

けで県に受理されており、その時点で保有していた駐車整理票は、当日分の

12月７日に取得したものだけであり、平成21年12月８日から平成22年１月31

日までの期間に係る駐車整理票はまだ作成されていなかった。 

７ したがって、開示請求の対象となる駐車整理票は、平成21年12月７日の駐

車整理票のみであり、開示請求後の期間である平成21年12月８日から平成22

年１月31日までの期間に係る駐車整理票は対象文書とならない。 

８ 以上のことから、対象行政文書は存在しないため不開示（不存在）とした

決定処分は妥当である。 

 

第５ 審査会の判断 

１ 本件異議申立てについて 

実施機関は、本件請求２及び本件請求３に対し、対象となる行政文書を作

成又は取得していないとして本件処分を行った。 

これに対して、異議申立人は、対象となる行政文書の開示を求めているこ

とから、以下、本件処分の妥当性について検討する。 

⑴ 本件請求について 

異議申立人は、本件請求２において、平成21年12月14日付け総総第55号

の決定期間延長通知書に「開示請求に係る行政文書が多量であるため」と

記載されていることから、当該行政文書が多量と判断した詳細が分かる文

書を求めている。本件請求３においては、平成21年12月14日付け総総第55

号の決定期間延長通知書を受けての処分（平成22年２月４日付け総総62号

及び総総第63号）には、平成21年12月８日から平成22年１月31日までの期

間に作成され、又は取得した（取得する）「駐車整理票」及び「駐車場管理

日誌」が処分（通知書）の対象となっていないことから、当該処分（当該
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通知の対象としないこと）が適正であると明記されている文書の開示を求

めている。 

 ⑵ 本件請求２について  

行政文書の開示決定の期限については、条例第８条第２項に規定してい

るとおり、事務処理上の困難その他正当な理由により、開示決定期限を請

求があった日から60日を限度として延長することができると定めている。 

一方で、条例第８条第３項に定める特例延長では、60日以内に相当の部

分について開示決定等をし、残りの行政文書についての開示決定等をする

期限は「相当の期間内」として、実施機関が処理するために必要な合理的

期間内とすることとなっている。 

条例第８条第２項を適用した場合、開示請求者に対し、延長後の期限と

延長の理由を通知する必要はあるが、意思決定に至る理由を記載した文書

を作成する必要が必ずしもあるとは言えない。 

また、念のため、実施機関に対し、平成21年12月14日付け総総第55号に

係る起案の写しを求め、当審査会において見分したが、「開示請求のあった

行政文書については、多量であり、開示決定等に相当の日数を要するため」

と記載があるだけで、審査請求人が求める文書は見当たらなかった。 

このほかに本件請求２に係る対象文書の存在をうかがわせる具体的な

事情を認めることもできない。 

以上のことから、実施機関が、本件請求２に対し、対象となる行政文書

を作成又は取得していないとして、本件処分を行ったことは妥当である。 

⑶ 本件請求３について  

上記第３の１の異議申立ての趣旨を踏まえると、本件異議申立ては、本

件処分において、本件請求３で指定された期間のうち、交付日（平成21年

12月７日）より後の駐車整理票及び駐車場等管理日誌に関して開示決定等

を行っていないことに対する不服、すなわち、実施機関の不作為に対する 

不服申立てを含むものと解される。 

しかしながら、不作為に対する不服申立ては、本件異議申立てが提起さ

れた時点の条例の規定によれば、当審査会に諮問することとされている処

分に当たらないことから、当審査会において、当該不服申立てについて審
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議は行わない。 

  

３ 異議申立人のその他の主張について 

異議申立人はその他種々主張するが、いずれも上記判断を左右するもので

はない。 

 

４ 結論 

よって、当審査会は、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

  

第６ 審査会の処理経過   

当審査会の処理経過は、別記のとおりである。 
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別 記 

 

審 査 会 の 処 理 経 過 

年 月 日 処 理 内 容 

平成22年11月８日 ・諮問を受けた。 

令和元年９月26日 ・実施機関に理由説明書の提出を要求した。 

令和元年11月８日 ・実施機関から理由説明書を収受した。 

令和元年11月25日 
・異議申立人に理由説明書の写しを送付した。 

・異議申立人に意見書の提出を要求した。 

令和５年４月27日 

(令和５年度第１回第２部会) 
・諮問の審議を行った。 

令和５年５月25日 

(令和５年度第２回第２部会) 
・諮問の審議を行った。 
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弁護士 
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